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令和５年白老町議会第１回定例会３月会議会議録（第２号） 

 

令和５年３月２０日（月曜日） 

   開  議  午前１０時００分 

   散  会  午後 ０時０３分 

                                         

〇議事日程 第２号 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 議会運営委員長報告 

第 ３ 議案第２９号 令和４年度白老町一般会計補正予算（第１３号） 

第 ４ 議案第３０号 令和４年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計補正予算（第１号） 

第 ５ 議案第３１号 令和４年度白老町下水道事業会計補正予算（第１号） 

第 ６ 議案第１５号 白老町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

第 ７ 議案第１６号 白老町自治基本条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ８ 議案第１７号 白老町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

           いて 

第 ９ 議案第１８号 白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の 

           制定について 

第１０ 議案第１９号 白老町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

           一部を改正する条例の制定について 

第１１ 議案第２０号 白老町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基 

           準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

第１２ 議案第２１号 白老町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める 

           条例の一部を改正する条例の制定について 

第１３ 報告第 ４号 専決処分の報告について 

           （損害賠償の額の決定について） 

第１４ 予算等審査特別委員会の審査報告について 

    議案第２２号 白老町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

    議案第２３号 白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を 

           改正する条例の制定について 

    議案第２４号 白老町低炭素建築物新築等計画に関する認定手数料等徴収条例の一部 

           を改正する条例の制定について 

    議案第２５号 白老町建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴 

           収条例の一部を改正する条例の制定について 

    議案第２６号 白老町宅地造成工事及び開発行為に関する許可申請手数料徴収条例の 

           一部を改正する条例の制定について 

    議案第２７号 白老町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 
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    議案第２８号 白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について 

    議案第 ６号 令和５年度白老町一般会計予算 

    議案第 ７号 令和５年度白老町国民健康保険事業特別会計予算 

    議案第 ８号 令和５年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算 

    議案第 ９号 令和５年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算 

    議案第１０号 令和５年度白老町介護保険事業特別会計予算 

    議案第１１号 令和５年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予算 

    議案第１２号 令和５年度白老町水道事業会計予算 

    議案第１３号 令和５年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算 

    議案第１４号 令和５年度白老町下水道事業会計予算 

第１５ 議案第３２号 令和５年度白老町一般会計補正予算（第１号） 

第１６ 発議第 １号 白老町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 

第１７ 承認第 １号 議員の派遣承認について 

第１８ 意見書案第１号 新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取組の強化 

            を求める意見書（案） 

第１９ 意見書案第２号 認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書（案） 

第２０ 意見書案第３号 安心して必要な介護を受けられるように制度の改善を求める意見書 

            （案） 

第２１ 常任委員会の所管事務等調査の報告について 

    （総務文教常任委員会） 

    （広報広聴常任委員会） 

第２２ 諸般の報告 

    （次期所管事務調査の報告、所管事務調査期間の延期の報告、要望書等の配付） 

第２３ 休会について 

                                         

〇会議に付した事件 

 議案第２９号 令和４年度白老町一般会計補正予算（第１３号） 

 議案第３０号 令和４年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第３１号 令和４年度白老町下水道事業会計補正予算（第１号） 

 議案第１５号 白老町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

 議案第１６号 白老町自治基本条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第１７号 白老町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第１８号 白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

        ついて 

 議案第１９号 白老町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

        改正する条例の制定について 

 議案第２０号 白老町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定 
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        める条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第２１号 白老町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

        一部を改正する条例の制定について 

 報告第 ４号 専決処分の報告について 

        （損害賠償の額の決定について） 

 予算等審査特別委員会の審査報告について 

 議案第２２号 白老町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第２３号 白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を 

        改正する条例の制定について 

 議案第２４号 白老町低炭素建築物新築等計画に関する認定手数料等徴収条例の一部 

        を改正する条例の制定について 

 議案第２５号 白老町建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴 

        収条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第２６号 白老町宅地造成工事及び開発行為に関する許可申請手数料徴収条例の 

        一部を改正する条例の制定について 

 議案第２７号 白老町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第２８号 白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ６号 令和５年度白老町一般会計予算 

 議案第 ７号 令和５年度白老町国民健康保険事業特別会計予算 

 議案第 ８号 令和５年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算 

 議案第 ９号 令和５年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算 

 議案第１０号 令和５年度白老町介護保険事業特別会計予算 

 議案第１１号 令和５年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予算 

 議案第１２号 令和５年度白老町水道事業会計予算 

 議案第１３号 令和５年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算 

 議案第１４号 令和５年度白老町下水道事業会計予算 

 議案第３２号 令和５年度白老町一般会計補正予算（第１号） 

 発議第 １号 白老町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 

 承認第 １号 議員の派遣承認について 

 意見書案第１号 新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取組の強化を求め 

         る意見書（案） 

 意見書案第２号 認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書（案） 

 意見書案第３号 安心して必要な介護を受けられるように制度の改善を求める意見書（案） 

 常任委員会の所管事務等調査の報告について 

 （総務文教常任委員会） 

 （広報広聴常任委員会） 
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〇出席議員（１３名） 

  １番 久 保 一 美 君       ２番 吉 谷 一 孝 君 

  ３番 貮 又 聖 規 君       ４番 佐 藤 雄 大 君 

  ５番 西 田 祐 子 君       ６番 前 田 博 之 君 

  ７番 森   哲 也 君       ８番 大 渕 紀 夫 君 

 １０番 小 西 秀 延 君      １１番 及 川   保 君 

 １２番 長谷川 かおり 君      １３番 氏 家 裕 治 君 

 １４番 松 田 謙 吾 君 

                                         

〇欠席議員（なし） 

                                         

〇会議録署名議員 

  １番 久 保 一 美 君       ２番 吉 谷 一 孝 君 

  ３番 貮 又 聖 規 君 

                                         

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町 長    大 塩 英 男 君 

     副 町 長    古 俣 博 之 君 

     副 町 長    竹 田 敏 雄 君 

     教 育 長    安 藤 尚 志 君 

     総 務 課 長    高 尾 利 弘 君 

     政 策 推 進 課 長    冨 川 英 孝 君 

     産 業 経 済 課 長    工 藤 智 寿 君 

     町 民 課 長    久 保 雅 計 君 

     上 下 水 道 課 長    舛 田 紀 和 君 

     建 設 課 長    瀬 賀 重 史 君 

     健 康 福 祉 課 長    下 河 勇 生 君 

     高 齢 者 介 護 課 長    山 本 康 正 君 

     子 育 て 支 援 課 長    渡 邊 博 子 君 

     学 校 教 育 課 長    鈴 木 徳 子 君 

     生 涯 学 習 課 長    伊 藤 信 幸 君 

     消 防 長    後 藤   悟 君 

     病 院 事 務 長    村 上 弘 光 君 

     代 表 監 査 委 員    野 本 裕 二 君 

     産 業 経 済 課 参 事    齋 藤 大 輔 君 

     企 画 財 政 課 主 幹    増 田 宏 仁 君 
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〇職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    本 間   力 君 

     主 査    八木橋 直 紀 君 
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    ◎開議の宣告 

〇議長（松田謙吾君） ただいまから休会前に引き続き議会を再開いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                         

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（松田謙吾君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第109条の規定により、議長において、１番、久保一美議

員、２番、吉谷一孝議員、３番、貮又聖規議員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                         

    ◎議会運営委員長報告 

〇議長（松田謙吾君） 日程第２、議会運営委員長報告をいたします。 

 議会運営委員会委員長から、本日の会議前に開催した議会運営委員会での本会議の運営にお

ける協議の経過と結果について報告の申出がありましたので、これを許可します。 

 議会運営委員会小西秀延委員長、登壇願います。 

〔議会運営委員会委員長 小西秀延君登壇〕 

〇議会運営委員会委員長（小西秀延君） 議長の許可をいただきましたので、本日の本会議前

に開催した議会運営委員会の経過と結果についてご報告いたします。 

 本委員会での協議事項は、第１回定例会３月会議の運営に関する件であります。 

 町長の提案に係るものとして、令和４年度の各会計補正予算３件、及び令和５年度の一般会

計補正予算１件、専決処分の報告１件、計５件の議案の追加提出がありました。 

 古俣副町長から、その概要について説明を受けた後、議案５件は、本日の議題に供すること

といたしました。 

 以上、議会運営委員長の報告といたします。 

〇議長（松田謙吾君） 議会運営委員長の報告がありました。 

 委員長報告に対し質疑はございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これで委員長報告は報告済みといたします。 

                                         

〇議長（松田謙吾君） 次の日程に入ります前にお諮りいたします。 

 議案の内容等により先議あるいは日程の変更等をあらかじめ議長に一任していただきたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 異議なしと認めます。 

 それでは、そのように取扱いをさせていただきます。 
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    ◎議案第２９号 令和４年度白老町一般会計補正予算（第１３ 

            号） 

〇議長（松田謙吾君） 日程第３、議案第29号 令和４年度白老町一般会計補正予算（第13号）

を議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 古俣副町長。 

〇副町長（古俣博之君） それでは、議29―１をお開きください。議案第29号 令和４年度白

老町一般会計補正予算（第13号）。 

 令和４年度白老町の一般会計補正予算（第13号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ880万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ123億90万1,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和５年３月20日提出。白老町長。 

 以降の詳細につきましては、担当の主幹より説明させていただきます。 

 よろしくお願いします。 

〇議長（松田謙吾君） 増田企画財政課主幹。 

〇企画財政課主幹（増田宏仁君） それでは、私のほうから詳細な説明をさせていただきたい

と思います。 

 ２ページ、３ページをお開きください。２ページの第１表、歳入歳出予算補正の１、歳入、

それから３ページの２、歳出につきましては、記載のとおりでございますので、説明を省略さ

せていただきます。 

 次に、歳入歳出事項別明細書の歳出から説明させていただきます。６ページ、７ページをお

開きください。８款土木費、４項２目港湾建設費、（１）、港湾機能施設整備事業特別会計繰出

金880万円の増額補正であります。繰出金は、平成24年度に港湾機能施設整備事業特別会計で借

入れした起債について起債借入時の条件として借入れから10年後に未償還分の残高を再度借換

えするものとして当時借入れを行ったものでありますが、借入れから10年を迎えるに当たり、

償還分残高の借入れを行わず繰上償還することにより起債残高を圧縮し、町全体の財政指標の

改善をより推し進めるため、繰上償還に要する経費を計上するものであります。財源は、一般

財源の増となります。 

 以上で歳出の説明を終わらせていただきまして、歳入の一般財源の説明をさせていただきま

す。４ページ、５ページにお戻りください。21款繰越金、１目繰越金、前年度繰越金880万円の

計上で、歳出総額に対する歳入不足分として計上するものであります。これによりまして、繰

越金の留保額ですけれども、9,974万1,000円となります。 

 説明は以上であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 
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〇議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第29号 令和４年度白老町一般会計補正予算（第13号）、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第３０号 令和４年度白老町港湾機能施設整備事業特別 

            会計補正予算（第１号） 

〇議長（松田謙吾君） 日程第４、議案第30号 令和４年度白老町港湾機能施設整備事業特別

会計補正予算（第１号）を議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 齋藤産業経済課参事。 

〇産業経済課参事（齋藤大輔君） 議案第30号をお開き願います。議案第30号 令和４年度白

老町港湾機能施設整備事業特別会計補正予算（第１号）。 

 令和４年度白老町の港湾機能施設整備事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ880万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ2,846万7,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和５年３月20日提出。白老町長。 

 次に、２ページ、３ページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては記載のとおりでござ

いますので、説明を省略させていただきます。 

 続きまして、歳入歳出事項別明細書の歳出からご説明申し上げますので、６ページをお開き

ください。２款公債費、１項１目元金については、議案第29号でご説明のとおり、平成24年に

資本費平準化債として借入れを行った起債について未償還残高の再借入れを行わず繰上償還す



－ 53 － 

るものであり、元金残高880万円の増額補正を行うものであります。 

 次に、歳入のご説明をさせていただきますので、４ページにお戻りください。３款繰入金、

１項１目他会計繰入金については、繰上償還に係る増額分880万円について一般会計からの繰

入金により措置をするものであります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第30号 令和４年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計補正予算（第１号）、原案のと

おり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第３１号 令和４年度白老町下水道事業会計補正予算 

            （第１号） 

〇議長（松田謙吾君） 日程第５、議案第31号 令和４年度白老町下水道事業会計補正予算（第

１号）を議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 舛田上下水道課長。 

〇上下水道課長（舛田紀和君） それでは、議31―１をお開き願います。議案第31号 令和４

年度白老町下水道事業会計補正予算（第１号）。 

 （総則） 

 第１条 令和４年度白老町下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （資本的支出の補正） 

 第２条 令和４年度白老町下水道事業会計予算第４条本文括弧書中「不足する額３億4,317万

6,000円」を「不足する額３億5,994万6,000円」に、「損益勘定留保資金３億3,219万5,000円」

を「損益勘定留保資金３億4,896万5,000円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正す

る。 
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 支出、科目、第１款資本的支出、既決予定額８億8,089万3,000円、補正予定額1,677万円、計

８億9,766万3,000円。 

 第２項企業債償還金、既決予定額５億9,141万3,000円、補正予定額1,677万円、計６億818万

3,000円。 

 令和５年３月20日提出。白老町長。 

 次に、議31―２をお開き願います。補正予算の実施計画につきましては記載のとおりでござ

いますので、説明を省略させていただきまして、続いて議31―３、令和４年度白老町下水道事

業会計補正予算説明書を御覧ください。資本的支出、１款資本的支出、２項企業債償還金、１

目企業債償還金についてでありますが、平成24年度に下水道会計で借入れした起債の繰上償還

に関するものでございます。起債借入時の条件といたしまして、借入後10年経過時に未償還分

の残高を再度入札により借換えを行うものとして当時借換えを行ったものでありますが、10年

を迎えるに当たり、未償還分残高の借入れを行わず繰上償還をすることにより、起債残高の圧

縮に努めるものでございます。なお、資本的支出に対応する財源1,677万円につきましては、損

益勘定留保資金により補填するものでございます。 

 議案第31号の説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第31号 令和４年度白老町下水道事業会計補正予算（第１号）、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第１５号 白老町個人情報の保護に関する法律施行条例 

            の制定について 

〇議長（松田謙吾君） 日程第６、議案第15号 白老町個人情報の保護に関する法律施行条例

の制定についてを議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 高尾総務課長。 
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〇総務課長（高尾利弘君） 議15―１、議案第15号でございます。白老町個人情報の保護に関

する法律施行条例の制定について。 

 白老町個人情報の保護に関する法律施行条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和５年３月９日提出。白老町長。 

 改正条文の朗読は、省略させていただきます。 

 議15―２をお開きください。附則でございます。 

 （施行期日） 

 第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （白老町個人情報保護条例の廃止） 

 第２条 白老町個人情報保護条例は、廃止する。 

 なお、第３条の白老町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置並びに第４条の白老町公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正につきましては、朗読を省略させて

いただきます。 

 少し飛びまして、議15―５をお開きください。議案説明でございます。デジタル社会の形成

を図るための関係法律の整備に関する法律による個人情報の保護に関する法律の一部改正等に

より、個人情報の保護に関する規律が同法に一元化されることに伴い、同法の施行に関し必要

な事項を定める必要があるため、本条例を制定するものである。 

 次のページ、白老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正に関わ

る新旧対照表につきましては、朗読を省略させていただきます。 

 よろしくご審議のほどお願いいたします。 

                                         

白老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例新旧対照表（附則第４条による改正） 

改正前 改正後 

（協定の締結） （協定の締結） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲

げるとおりとする。 

２ 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲

げるとおりとする。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情

報の保護に関する事項 

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情

報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）第２条第１項に規定する個人情

報をいう。第１２条において同じ。）の保護に関

する事項 

(8)・(9) (略) (8)・(9) （略） 

（管理業務に係る情報の取扱い等） （管理業務に係る情報の取扱い等） 

第１２条 指定管理者は、白老町個人情報保護 第１２条 指定管理者は、施設を管理するに当たっ
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て保有す 

条例(平成１１年条例第３４号)の規定を遵守し、施

設の管理に当たって保有する個人情報の漏えい、

滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適

切な管理のため、第６条第１項に規定する協定に

基づき必要な措置を講じなければならない。 

る個人情報を取り扱う場合については、個人情報の

保護に関する法律第６６条第２項の規定により準

用する同条第１項の規定により指定管理者が講ず

る安全管理措置を確実に実施するとともに、保有

する個人情報の適切な管理のため、第６条第１項

に規定する協定に基づき必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ （略） ２ （略） 

                                         

〇議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第15号 白老町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第１６号 白老町自治基本条例の一部を改正する条例の 

            制定について 

〇議長（松田謙吾君） 日程第７、議案第16号 白老町自治基本条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 高尾総務課長。 

〇総務課長（高尾利弘君） 議16―１、議案第16号でございます。白老町自治基本条例の一部

を改正する条例の制定について。 

 白老町自治基本条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和５年３月９日提出。白老町長。 
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 改正条文の朗読は、省略させていただきます。 

 附則です。施行期日、この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 次のページ、議案説明でございます。デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律による個人情報の保護に関する法律の一部改正等により個人情報の保護に関する規律

が同法に一元化されることに伴い、個人情報保護法施行条例の制定に併せて本条例の個人情報

の保護に係る部分について一部を改正するものでございます。 

 新旧対照表の朗読は、省略させていただきます。 

 よろしくご審議のほどお願いいたします。 

                                         

白老町自治基本条例新旧対照表 

改正前 改正後 

(個人情報の保護) 

第３１条 執行機関は、個人の権利及び利益が侵害

されることのないよう個人情報の収集、利用、提

供や管理等について、適切な措置を取ります。 

 

 

２ 前項に関して必要な事項は、別の条例で定めま

す。 

 (個人情報の適切な取扱い) 

第３１条 執行機関は、個人情報の保護に関する法

律(平成１５年法律第５７号)の定めるところに

より、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権

利及び利益が侵害されることのないよう、個人情

報を適切に取り扱います。 

２ 個人情報の保護に関する法律の施行に関し必

要な事項について、別に条例を定めます。 

                                         

〇議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第16号 白老町自治基本条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第１７号 白老町附属機関の設置に関する条例の一部を 
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            改正する条例の制定について 

〇議長（松田謙吾君） 日程第８、議案第17号 白老町附属機関の設置に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 高尾総務課長。 

〇総務課長（高尾利弘君） 議17―１、議案第17号でございます。白老町附属機関の設置に関

する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 白老町附属機関の設置に関する条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和５年３月９日提出。白老町長。 

 改正条文及び別表１の表の朗読は、省略させていただきます。 

 議17―３をお開きください。附則でございます。 

 （施行期日） 

 第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 第２条の経過措置の朗読は、省略させていただきます。 

 次のページ、議案説明でございます。デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律による個人情報の保護に関する法律の一部改正等により個人情報の保護に関する規律

が同法に一元化されることに伴い、個人情報保護法施行条例の制定に併せて本条例の白老町情

報公開・個人情報保護審査会に係る部分について一部を改正するものである。 

 議17―５から新旧対照表の朗読は、省略させていただきます。 

 よろしくご審議のほどお願いいたします。 

                                         

白老町附属機関の設置に関する条例新旧対照表 

改正前 改正後 

別表 

１ 町長の附属機関 

名称 所掌事務 

委 員

の 定

数 

委 員

の 任

期 

（以下 略） 

白老町情報

公開・個人

情報保護審

査会 

１ 当該諮問に応じ

て、次に掲げる事項

に関する調査及び審

議 

(1) 白老町情報公

開条例第１６条に規

定する審査請求に関

すること。 

５ 人

以内 

２年 

別表 

１ 町長の附属機関 

名称 所掌事務 

委員

の定

数 

委 員

の 

任期 

（以下 略） 

白 老 町 情

報公開・個

人 情 報 保

護審査会 

１ 次に掲げる事

項に関する調査審

議 

(1)  白老町情報

公開条例第１６条

第１項の規定によ

る諮問に応じ、同

条例第１２条第１

５人

以内 

２年 
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(2) 白老町個人情

報保護条例第２７条

に規定する審査請求

に関すること。 

(3) 前２号に掲げ

るもののほか、情報

公開条例及び個人情

報保護条例の規定に

より実施機関が諮問

する事項に関するこ

と。 

２ 情報公開制度及

び個人情報保護制度

の運営に関する重要

事項及び苦情の申し

出に関する調査及び

審議並びに意見の陳

述 

項の規定による決

定又は同条例第７

条第１項に規定す

る公開請求に係る

不作為についての

審査請求に関する

事項 

(2)  実施機関の

諮問に応じ、情報

公開制度の運用に

関する重要事項 

(3)  個人情報の

保護に関する法律

（平成１５年法律

第５７号）第１０

５条第３項におい

て準用する同条第

１項の規定による

諮問に応じ、同法

第７８条第１項第

４号、第９４条第

１項若しくは第１

０２条第１項に規

定 す る 開 示 決 定

等、訂正決定等若

しくは利用停止決

定等又は同法第７

６条第２項、第９

０条第２項若しく

は第９８条第２項

に規定する開示請

求、訂正請求若し

くは利用停止請求

に係る不作為につ

いての審査請求に

関する事項 

(4)  白老町個人
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情報の保護に関す

る 法 律 施 行 条 例

(令和５年条例第 

号 )第４条の規定

に よ る 諮 問 に 応

じ、個人情報の適

正な取扱いの確保

に関する事項 

(5) 白老町議会の

個人情報の保護に

関する条例（令和

５年条例第 号）

第４５条及び第５

０条の規定による

諮問に応じ、個人

情報の適正な取扱

いの確保に関する

事項 

２ 情報公開制度

の運営に関する重

要事項及び苦情の

申出に関する調査

審議及び意見の陳

述 
 

                                         

〇議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第17号 白老町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原

案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 
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          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第１８号 白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

            の一部を改正する条例の制定について 

〇議長（松田謙吾君） 日程第９、議案第18号 白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 高尾総務課長。 

〇総務課長（高尾利弘君） 議18―１、議案第18号であります。白老町職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

 令和５年３月９日提出。白老町長。 

 改正条文の朗読は、省略させていただきます。 

 附則です。この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 次のページ、議案説明でございます。職員の柔軟な働き方を推進することにより、多様な人

材を確保し、職員の勤務条件及び公務能率の向上に資するため、国は勤務時間、休暇時間の柔

軟化を目的とした人事院規則の改定を行うことから、本町においてもこれに準じた改正を行う

ため、本条例の一部を改正するものでございます。 

 次のページ、新旧対照表の朗読は省略させていただきます。 

 よろしくご審議のほどお願いいたします。 

                                         

白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表 

改   正   前 改   正   後 

（休憩時間） （休憩時間） 

第６条 略 第６条 略 

２ 略 ２ 略 

 ３ 任命権者は、次に掲げる場合には、規則の定める

ところにより、休憩時間を一斉に与えないことその

他の休憩時間の基準について別段の定めをすること

ができる。 

(1) 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があ

るとき。 

(2) 職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又

は能率を甚だしく阻害するとき。 
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(3) 職員からの申告を考慮して休憩時間を置くこ

とが適当であるとき。 

                                         

〇議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

 ６番、前田博之議員。 

〇６番（前田博之君） ただいま議案説明がありました。第６条を見ても具体的に何がどうな

のか分かりませんので、お聞きしますけれども、議案説明で国は勤務時間、休暇時間の柔軟化

を目的とした人事院規則の改正ということで、このことを言っていませんけれども、人事院の

改正の規定での趣旨及び概要はどうなっていますか。 

〇議長（松田謙吾君） 高尾総務課長。 

〇総務課長（高尾利弘君） 趣旨でございますけれども、これは働き方改革だとか、議案説明

に書いてあるように柔軟な働き方ということで、白老町も当然ございますけれども、国の場合

は特に勤務時間がいろいろ異なる場合の職種がございます。そちらの勤務時間のほうの部分も

ございまして、本町については今回休暇等の部分について入れてございますけれども、休暇時

間、休憩時間というか、今現在も例えば窓口業務ですと昼休みを交代制で実施しているもので

ございまして、今回それらの規則を、国とは大きく異なる部分もあるのですけれども、改めて

町分の整理をさせていただいたということでございます。 

〇議長（松田謙吾君） ６番、前田博之議員。 

〇６番（前田博之君） よく分からないのだけれども、何か制度的なものってあるのではない

のですか。だから、今のように勤務時間だったり休暇を変えるということではないのですか。

根本をなすものの勤務時間とか休憩を改正しなければいけない根っこは何ですか。何を改正す

るのですか、何のために第６条を改正しなければいけないのですか。結局何をやるのだか分か

らないのです。何か不都合があるのですか。 

〇議長（松田謙吾君） 高尾総務課長。 

〇総務課長（高尾利弘君） 正直言って今回のこの条例の改正に基づいて不都合はなかったの

ですが、条例改正の通知等が来ている中で、基本的には条例等は国の人事院規則が変わったと

きには町のほうでもしっかり整理したいということで、今回新たに追加された部分については

実際は先ほども言いましたように運用ではやっているのですが、その部分については国の考え

方と合わせて条文を整理しておきましょうというところでございまして、前田議員おっしゃる

ように実際には運用的に大きく変わるところはないというのが実際のところでございます。あ

くまでも先ほど言いましたように、国のほうもこれからいろいろな研究施設だとか、そういう

ものもあったり、病院の部分の施設だとかがあったりするというところで、勤務時間のほうを

要するに現在進められている働き方改革という中で人事院としての規則を変えようということ

で、全体的なそういった見直しの中で進められているということで認識してございます。 

〇議長（松田謙吾君） ６番、前田博之議員。 

〇６番（前田博之君） 課長、よく分からないのだけれども、フレックスタイム制が広がって
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いますけれども、基本はフレックスタイム制によって勤務時間の割り振りの基準を柔軟にする

という意味ではないですか。違いますか。３回しか言えないので、後でもう一回許してもらう

けれども、根っこはそこであって、今回の部分は第６条に規定しているから、規定を変えたり

するという、基本はそこではないですか、私はこういう立場で言いたくないのですが、課長に

２回聞いているのだけれども、根本をなす法律の改正の趣旨とか概要は全然違うのかなと思っ

てあえて私は確認するのです。私も分からないのだけれども、本来そうではないのですか。違

いますか。 

〇議長（松田謙吾君） 高尾総務課長。 

〇総務課長（高尾利弘君） 申し訳ありません、私のほうもちょっと勉強不足で回答がしっか

りできていませんでしたが、柔軟化というところが説明にございますけれども、その中に今は

フレックスタイム制ですとか、そういった部分も含まれた趣旨の中で、大きく国のほうはそう

いうものも導入していますが、本町ではまだそこまでの検討には至っておりません。休暇等の

部分については整理したというところですけれども、あくまでも今前田議員おっしゃったよう

に、柔軟化という意味ではフレックスタイム制の導入ですとか、そういったものも趣旨として

含まれるということでございます。 

〇議長（松田謙吾君） ６番、前田博之議員。 

〇６番（前田博之君） それでは、白老町はフレックスタイム制度を導入していないですよね、

しているのですか。していなければ、この第６条の改正って出てきますか、失礼だけれども。

これを規則でやって、どういう規則体系になっているのかということを聞きます。また実際に

白老町でフレックスタイムを入れたときに職員はどういう事例で該当しますか、条例を上げる

ということはそこまで整理されていますか。 

〇議長（松田謙吾君） 高尾総務課長。 

〇総務課長（高尾利弘君） まだ実際のところフレックスタイム制度は正式な形の導入ではご

ざいませんけれども、例えば実際に行っているのは、今回新型コロナウイルス感染症の対策で

なるべく人が柔軟にできるように、朝７時から勤務して夕方帰るとかということ、そういった

１時間とか２時間程度の時間のずれということは実施しているところです。新型コロナウイル

ス感染症が安定し、５類に変わるというところもございますので、今後の課題としてはそうい

った時間をどうしていくかというところも、一定の効果もございますので、例えば時間外が減

っていくだとか、そういった部分の効果もございますので、フレックスタイム制の導入の検討

は、まだ進めていませんけれども、今後そのような形も考えていきたいということで捉えてい

ます。 

 今回のこの条例の改正につきましては、先ほどもちょっと言ったように、勤務時間までの改

正には至っていませんけれども、あくまでも条例上の休憩時間のほうについて実際に今運用し

ている部分はある程度正式にというところと、あと追加で健康を害した部分だとか、そういう

人たちの休憩時間の取り方の問題というものがございましたので、人事院規則の改定に併せて

今回条例を提案させていただきました。 

          〔「５回になるけど、いいですか、最後だけちょっと」と呼ぶ者 
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            あり〕 

〇議長（松田謙吾君） ６番、前田博之議員。 

〇６番（前田博之君） 失礼なのですけれども、もう一回、国の人事院規則の趣旨、概要をき

ちんと理解をして、そして白老町のフレックスタイム制をどうするか、フレックスタイム制に

はどういうものが適合してくるのかということをきちんと整理をしないと働き方改革にならな

いし、逆に女性の方もフレックスタイム制をやると子育てとか子供の幼稚園とかの送り迎えの

ときにそういう時間を利用できると、きちんと制度化されるのです。今課長が言っていること

は、運用上の問題は時間差で勤務できるやつ、その制度のことを言っているだけであって、フ

レックスタイム制とは違いますよ。もう一回、副町長、きちんと中身を理解して正しい規則等

を整理をしないと職員には不利益になりますよ。もう一回きちんとやってください。 

〇議長（松田謙吾君） 古俣副町長。 

〇副町長（古俣博之君） 説明の内容があやふやな部分があったかなと思うのです。今回の人

事院の改正に基づくものについては、特にうちで今議論になっているフレックスタイム制のあ

りようがどうのこうのとかというところはまだ本町も実際的になかなかそこまではその制度に

のっとってやっているわけではないので、今後の課題だということは十分認識します。ただ今

回の場合は人事院の趣旨については働き方の柔軟性を十分確保していくという観点の下に、特

に休憩時間のありようについて今まで一斉に与えていたものを個々の条件に合わせるだとか、

それからこちらの対応のありようについて柔軟に与えますというところに焦点が当たっている

ので、これまで本町において新型コロナウイルス感染症の関係のところでもそういう運用がで

きるということでやっていましたけれども、きちんとした改正をもって条文化する中で明らか

にしていかなければならないという趣旨の下に今回の条例の改正の提案をさせていただいてお

ります。ですから、何回も言いますけれども、勤務時間のフレックスタイム制だとか、そうい

う制度をどう本町が導入して、それを具体的にどう施行していくかというところは十分これか

らの課題と踏まえて今後考えていきたいと思っております。 

〇議長（松田謙吾君） ほかに質疑はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第18号 白老町勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 
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 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第１９号 白老町家庭的保育事業等の設備及び運営に関 

            する基準を定める条例の一部を改正する条例 

            の制定について 

〇議長（松田謙吾君） 日程第10、議案第19号 白老町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 渡邊子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（渡邊博子君） 議19―１をお開きください。議案第19号 白老町家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。 

 白老町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定するものとする。 

 令和５年３月９日提出。白老町長。 

 議19―２、附則でございます。 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日

から施行する。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 

 ２ この条例による改正後の白老町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例第７条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送

迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザー

その他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備えること及びこれを用いることにつ

き困難な事情があるときは、令和６年３月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないこ

とができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家

庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わな

ければならない。 

 議19―４をお開きください。議案説明でございます。家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業者等における安全計画の策定等の義務化及び懲戒

に関する規定の削除、幼児等の所在確認と安全装置の装備に関する規定等が追加されたことか

ら、同省令の基準に従う規定について所要の整備を行うため、本条例の一部を改正するもので

ございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

                                         

白老町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改正前 改正後 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 
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第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業

を行う者（以下「居宅訪問型保育事業者」という。）

を除く。以下この条、次条第１項、第１４条第１項

及び第２項、第１５条第１項、第２項及び第５項、

第１６条並びに第１７条第１項から第３項まで並

びに附則第３条において同じ。）は、利用乳幼児に対

する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育

事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上

の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成１８

年法律第１２０号）第６条第１項に規定する法律に

定める学校において行われる教育をいう。第３号に

おいて同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、

次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所（子ど

も・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７

条第４項に規定する保育所をいう。）、幼稚園（同項

に規定する幼稚園をいう。）又は認定こども園（同項

に規定する認定こども園をいう。）（以下「連携施設」

という。）を適切に確保しなければならない。ただ

し、連携施設の確保が著しく困難であると町が認め

る地域において家庭的保育事業等（居宅訪問型保育

事業を除く。第１６条第２項第３号において同じ。）

を行う家庭的保育事業者等については、この限りで

ない。 

 (1)～(3) 略 

２～４ 略 

５ 前項（同項第２号に該当する場合に限る。）の場

合において、家庭的保育事業者等は、法第５９条第

１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所

定員が２０人以上のものに限る。）であって、町長が

適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に

係る連携協力を行う者として適切に確保しなけれ

ばならない。 

(1)・(2) 略 

 （家庭的保育事業者等と非常災害） 

第７条 略 

 

  

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業

を行う者（以下「居宅訪問型保育事業者」という。）

を除く。以下この条、次条第１項、第７条の３第２

項、第１４条第１項及び第２項、第１５条第１項、

第２項及び第５項、第１６条並びに第１７条第１項

から第３項まで並びに附則第３条において同じ。）

は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行わ

れ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終

了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育

基本法（平成１８年法律第１２０号）第６条第１項

に規定する法律に定める学校において行われる教

育をいう。第３号において同じ。）又は保育が継続的

に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力

を行う保育所（子ども・子育て支援法（平成２４年

法律第６５号）第７条第４項に規定する保育所をい

う。）、幼稚園（同項に規定する幼稚園をいう。）又は

認定こども園（同項に規定する認定こども園をい

う。）（以下「連携施設」という。）を適切に確保しな

ければならない。ただし、連携施設の確保が著しく

困難であると町が認める地域において家庭的保育

事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第１６条第２

項第３号において同じ。）を行う家庭的保育事業者

等については、この限りでない。 

 (1)～(3) 略 

２～４ 略 

５ 前項（同項第２号に該当する場合に限る。）の場

合において、家庭的保育事業者等は、法第５９条第

１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所

定員が２０人以上のものに限る。）であって、町長が

適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に

係る連携協力を行う者として適切に確保しなけれ

ばならない。 

(1)・(2) 略 

 （家庭的保育事業者等と非常災害） 

第７条 略 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の 
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安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごと

に、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職

員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組

等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の

日常生活における安全に関する指導、職員の研修及

び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に

関する事項についての計画（以下この条において

「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従

い必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画

について周知するとともに、前項の研修及び訓練を

定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確

保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者

に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周

知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見

直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うも

のとする。 

 

 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の

事業所外での活動、取組等のための移動その他の利

用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、

利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利

用乳幼児の所在を確実に把握することができる方

法により、利用乳幼児の所在を確認しなければなら

ない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目

的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並

びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座

席以外の座席を有しないものその他利用の態様を

勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としの

おそれが少ないと認められるものを除く。）を日常

的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の

車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備

え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳

幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 
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（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設 

備及び職員の基準） 

（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設 

備及び職員の基準） 

第１０条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施

設等を併せて設置するときは、必要に応じ当該家庭

的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設

置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ね

ることができる。ただし、保育室及び各事業所に特

有の設備並びに利用乳幼児の保育に直接従事する

職員については、この限りではない。 

第１０条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施

設等を併せて設置するときは、その行う保育に支障

がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業

所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の

社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることがで

きる。 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第１３条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対

し法第４７条第３項の規定により懲戒に関しその

利用乳幼児の福祉のために必要な措置を採るとき

は、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を

濫用してはならない。 

 

第１３条 削除 

（衛生管理等） 

第１４条 略 

（衛生管理等） 

第１４条 略 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等に

おいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しな

いように必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等に

おいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しな

いように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及

びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防

及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施す

るよう努めなければならない。 

３～５ 略 ３～５ 略 

                                         

〇議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第19号 白老町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改
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正する条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第２０号 白老町特定教育・保育施設及び特定地域型保 

            育事業の運営に関する基準を定める条例の一 

            部を改正する条例の制定について 

〇議長（松田謙吾君） 日程第11、議案第20号 白老町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供しま

す。 

 提案の説明を求めます。 

 渡邊子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（渡邊博子君） 議20―１をお開きください。議案第20号 白老町特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定について。 

 白老町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和５年３月９日提出。白老町長。 

 議20―２、附則でございます。この条例は、公布の日から施行する。 

 議20―３をお開きください。議案説明でございます。特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、懲戒に関

する規定が削除されたこと、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律に

より子ども・子育て支援法第19条の規定が改正され、第２項が削除されたことから、同府令の

基準に従う規定及び引用箇所の改正について所要の整備を行うため、本条例の一部を改正する

ものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 
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 議案第20号 白老町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を

願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第２１号 白老町放課後児童健全育成事業の設備及び運 

            営に関する基準を定める条例の一部を改正す 

            る条例の制定について 

〇議長（松田謙吾君） 日程第12、議案第21号 白老町放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 渡邊子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（渡邊博子君） 議21―１をお開きください。議案第21号 白老町放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て。 

 白老町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和５年３月９日提出。白老町長。 

 議21―２、附則でございます。 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （安全計画の策定等に係る経過措置） 

 ２ この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、この条例による改正後の白老町放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第６条の２の規定の適用につ

いては、同条第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２

項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「周知し

なければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。 

 議21―４をお開きください。議案説明でございます。放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童健全育成事業者において安全計画の策定等の義

務化及び点呼による利用者の所在確認、業務継続計画の策定等の努力義務化等に関する規定が

追加されたことから、同省令の基準に従う規定について所要の整備を行うため、本条例の一部

を改正するものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

                                         

白老町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 
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改正前 改正後 

（放課後児童健全育成事業者と非常災害対策） （放課後児童健全育成事業者と非常災害対策） 

第６条 略 第６条 略 

  （安全計画の策定等） 

 

 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者

の安全の確保を図るため、放課後児童健全育成事

業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設

備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外

での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事

業所での生活その他の日常生活における安全に関

する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童

健全育成事業所における安全に関する事項につい

ての計画（以下この条において「安全計画」とい

う。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を

講じなければならない。 

 ２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全

計画について周知するとともに、前項の研修及び

訓練を定期的に実施しなければならない。 

 ３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の

確保に関し 

て保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、

安全計画 

に基づく取組の内容等について周知しなければな

らない。 

 ４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計

画の見直し 

を行い、必要に応じて安全計画の変更を行うもの

とする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

 第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者

の事業所外での活動、取組等のための移動その他

の利用者の移動のために自動車を運行するとき

は、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利

用者の所在を確実に把握することができる方法に

より、利用者の所在を確認しなければならない。 
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 （虐待等の禁止）  （虐待等の禁止） 

第１２条 略 第１２条 略 

 （業務継続計画の策定等） 

 第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課

後児童健全育成事業所ごとに、感染症や非常災害

の発生時において、利用者に対する支援の提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早

期の業務再開を図るための計画（以下この条にお

いて「業務継続計画」 

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

 ２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務

継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施するよう努めなければな

らない。 

 ３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継

続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行うよう努めるものとする。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第１３条 略 第１３条 略 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全

育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全

育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び

食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並び

に感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を

定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 略 ３ 略 

                                         

〇議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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〇議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第21号 白老町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎報告第４号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定 

           について） 

〇議長（松田謙吾君） 日程第13、報告第４号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決

定について）を議題に供します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 高尾総務課長。 

〇総務課長（高尾利弘君） 報４―１をお開きください。報告第４号 専決処分の報告につい

て。 

 地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定されている下記事項について、別

紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 令和５年３月20日提出。白老町長。 

 記については、朗読を省略させていただきます。 

 次のページをお開きください。専決処分書です。地方自治法第180条第１項の規定に基づき、

白老町議会会議条例第８条の規定により町長において専決処分することができる事項につい

て、次のとおり専決処分する。 

 令和５年３月14日専決。白老町長。 

 １、損害賠償の額、金52万4,271円。 

 ２、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。 

 次のページ、説明でございます。事故の発生状況でございます。 

 １、日時、令和４年12月16日金曜日午前11時頃。 

 ２、場所、白老町東町３丁目44番81地先、町道東町４番通りでございます。 

 ３、当事者は、甲、乙、記載のとおりでございます。 

 ４、状況ですが、令和４年12月16日午前11時頃、町道東町４番通りにおいて乙が苫小牧方面

から室蘭方面へ走行中、右折するため車両を中央へ寄せ、ＳＫ側溝上を通過した際、鋼製蓋が

跳ね上がり、車両に接触したため、運転席側ボディー及び燃料タンクが損傷したものでござい

ます。 

 ５、被害の程度、乙車両運転席側ボディー損傷、燃料タンク損傷。 

 ６、損害賠償額、本件は甲が管理する町道においてＳＫ側溝本体の一部劣化、欠損により鋼
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製蓋の跳ね上がりが起きやすい状況になっていたこと等により発生した事故であるため、乙車

両の修理費等52万4,271円全額を乙に対し支払うことで示談する。なお、損害賠償額について

は、全額保険により補填されるものでございます。 

 次のページ、事故発生状況の図面をつけてございます。 

 よろしくお願いいたします。 

〇議長（松田謙吾君） ただいま提出者から説明がありましたが、この件に関して何かお尋ね

したいことがありましたら、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） なしと認めます。 

 報告第４号は、これをもって報告済みといたします。 

                                         

    ◎議案第２２号 白老町国民健康保険条例の一部を改正する条 

            例の制定について 

     議案第２３号 白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手 

            数料等徴収条例の一部を改正する条例の制定 

            について 

     議案第２４号 白老町低炭素建築物新築等計画に関する認定 

            手数料等徴収条例の一部を改正する条例の制 

            定について 

     議案第２５号 白老町建築物のエネルギー消費性能の向上に 

            関する法律関係手数料徴収条例の一部を改正 

            する条例の制定について 

     議案第２６号 白老町宅地造成工事及び開発行為に関する許 

            可申請手数料徴収条例の一部を改正する条例 

            の制定について 

     議案第２７号 白老町水道事業給水条例の一部を改正する条 

            例の制定について 

     議案第２８号 白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条 

            例の制定について 

     議案第 ６号 令和５年度白老町一般会計予算 

     議案第 ７号 令和５年度白老町国民健康保険事業特別会計 

            予算 

     議案第 ８号 令和５年度白老町後期高齢者医療事業特別会 

            計予算 

     議案第 ９号 令和５年度白老町港湾機能施設整備事業特別 

            会計予算 
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     議案第１０号 令和５年度白老町介護保険事業特別会計予算 

     議案第１１号 令和５年度白老町立介護老人保健施設事業特 

            別会計予算 

     議案第１２号 令和５年度白老町水道事業会計予算 

     議案第１３号 令和５年度白老町立国民健康保険病院事業会 

            計予算 

     議案第１４号 令和５年度白老町下水道事業会計予算 

〇議長（松田謙吾君） 日程第14、議案第22号 白老町国民健康保険条例の一部を改正する条

例の制定について、議案第23号 白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例

の一部を改正する条例の制定について、議案第24号 白老町低炭素建築物新築等計画に関する

認定手数料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について、議案第25号 白老町建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

て、議案第26号 白老町宅地造成工事及び開発行為に関する許可申請手数料徴収条例の一部を

改正する条例の制定について、議案第27号 白老町水道事業給水条例の一部を改正する条例の

制定について、議案第28号 白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について、

議案第６号 令和５年度白老町一般会計予算、議案第７号 令和５年度白老町国民健康保険事

業特別会計予算、議案第８号 令和５年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第９

号 令和５年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、議案第10号 令和５年度白老町介

護保険事業特別会計予算、議案第11号 令和５年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予

算、議案第12号 令和５年度白老町水道事業会計予算、議案第13号 令和５年度白老町立国民

健康保険病院事業会計予算、議案第14号 令和５年度白老町下水道事業会計予算、以上令和５

年度各会計予算９件とこれに関連する条例の制定及び一部改正７件、合わせて16議案を一括し

て議題に供します。 

 本件については、３月15日の本会議において予算等審査特別委員会に付託し、審査をいただ

いているところでありますが、その審査結果について委員長から報告書が提出されております。

予算等審査特別委員会委員長の報告を求めます。 

 吉谷一孝委員長、登壇願います。 

          〔予算等審査特別委員会委員長 吉谷一孝君登壇〕 

〇予算等審査特別委員会委員長（吉谷一孝君） 予算等審査特別委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された次の議案について、その審査結果を白老町議会委員会規則第21条の規

定により報告します。 

 １、付託議案。 

 （１）、議案第22号 白老町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について。 

 （２）、議案第23号 白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を 

改正する条例の制定について。 

 （３）、議案第24号 白老町低炭素建築物新築等計画に関する認定手数料等徴収条例の一部 

を改正する条例の制定について。 
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 （４）、議案第25号 白老町建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴 

収条例の一部を改正する条例の制定について。 

 （５）、議案第26号 白老町宅地造成工事及び開発行為に関する許可申請手数料徴収条例の 

一部を改正する条例の制定について。 

 （６）、議案第27号 白老町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について。 

 （７）、議案第28号 白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について。 

 （８）、議案第６号 令和５年度白老町一般会計予算。 

 （９）、議案第７号 令和５年度白老町国民健康保険事業特別会計予算。 

 （10）、議案第８号 令和５年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算。 

 （11）、議案第９号 令和５年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算。 

 （12）、議案第10号 令和５年度白老町介護保険事業特別会計予算。 

 （13）、議案第11号 令和５年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予算。 

 （14）、議案第12号 令和５年度白老町水道事業会計予算。 

 （15）、議案第13号 令和５年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算。 

 （16）、議案第14号 令和５年度白老町下水道事業会計予算。 

 ２、審査の経過。 

 令和５年３月15日に再開された定例会３月会議において、本委員会に付託されたので、３月

16日、17日の２日間にわたり委員会を開催し慎重に審議した。 

 ３、審査の結果。 

 （１）、議案第22号 白老町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、可決 

すべきものと決定。 

 （２）、議案第23号 白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を 

改正する条例の制定について、可決すべきものと決定。 

 （３）、議案第24号 白老町低炭素建築物新築等計画に関する認定手数料等徴収条例の一部 

を改正する条例の制定について、可決すべきものと決定。 

 （４）、議案第25号 白老町建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴 

収条例の一部を改正する条例の制定について、可決すべきものと決定。 

 （５）、議案第26号 白老町宅地造成工事及び開発行為に関する許可申請手数料徴収条例の 

一部を改正する条例の制定について、可決すべきものと決定。 

 （６）、議案第27号 白老町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、可決 

すべきものと決定。 

 （７）、議案第28号 白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について、可決 

すべきものと決定。 

 （８）、議案第６号 令和５年度白老町一般会計予算、可決すべきものと決定。 

 （９）、議案第７号 令和５年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、可決すべきものと 

決定。 

 （10）、議案第８号 令和５年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算、可決すべきもの 
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と決定。 

 （11）、議案第９号 令和５年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、可決すべきも 

のと決定。 

 （12）、議案第10号 令和５年度白老町介護保険事業特別会計予算、可決すべきものと決定。 

 （13）、議案第11号 令和５年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予算、可決すべき 

ものと決定。 

 （14）、議案第12号 令和５年度白老町水道事業会計予算、可決すべきものと決定。 

 （15）、議案第13号 令和５年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、可決すべきもの 

と決定。 

 （16）、議案第14号 令和５年度白老町下水道事業会計予算、可決すべきものと決定。 

 以上であります。 

〇議長（松田謙吾君） ただいま委員長から報告がありましたが、これに対して何か質問など

はございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 質問なしと認めます。 

 暫時休憩いたします。 

          休憩 午前１１時０２分 

                                         

          再開 午前１１時１９分 

〇議長（松田謙吾君） 休憩を閉じ会議を再開いたします。 

 次に、議案ごとに順次討論、採決を行うわけでありますが、この際お諮りいたします。既に

予算等審査特別委員会において各議案の討論を行っておりますので、討論を省略し、直ちに各

議案の採決をしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、そのように取扱いをさせていただきます。 

 議案第22号 白老町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、採決いたしま

す。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第22号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

 議案第23号 白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を改正する

条例の制定について、採決いたします。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 
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 よって、議案第23号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

 議案第24号 白老町低炭素建築物新築等計画に関する認定手数料等徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について、採決いたします。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第24号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

 議案第25号 白老町建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴収条例の

一部を改正する条例の制定について、採決いたします。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第25号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

 議案第26号 白老町宅地造成工事及び開発行為に関する許可申請手数料徴収条例の一部を改

正する条例の制定について、採決いたします。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第26号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

 議案第27号 白老町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、採決いたしま

す。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第27号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

 議案第28号 白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について、採決いたしま

す。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第28号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

 議案第６号 令和５年度白老町一般会計予算、採決いたします。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手多数〕 

〇議長（松田謙吾君） 反対、７番、森哲也議員、８番、大渕紀夫議員。賛成10名、反対２名。 

 よって、議案第６号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

 議案第７号 令和５年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、採決いたします。 
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 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第７号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

 議案第８号 令和５年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算、採決いたします。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第８号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

 議案第９号 令和５年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、採決いたします。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第９号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

 議案第10号 令和５年度白老町介護保険事業特別会計予算、採決いたします。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第10号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

 議案第11号 令和５年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予算、採決いたします。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第11号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

 議案第12号 令和５年度白老町水道事業会計予算、採決いたします。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第12号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

 議案第13号 令和５年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、採決いたします。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第13号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

 議案第14号 令和５年度白老町下水道事業会計予算、採決いたします。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 
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〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第14号は委員長報告のとおり決定いたしました。 

                                         

    ◎議案第３２号 令和５年度白老町一般会計補正予算（第１号） 

〇議長（松田謙吾君） 日程第15、議案第32号 令和５年度白老町一般会計補正予算（第１号）

を議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 古俣副町長。 

〇副町長（古俣博之君） それでは、議32―１をお開きください。議案第32号 令和５年度白

老町一般会計補正予算（第１号）。 

 令和５年度白老町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,402万9,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ113億402万9,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和５年３月20日提出。白老町長。 

 次のページ以降の詳細につきましては、担当主幹からご説明させていただきます。 

〇議長（松田謙吾君） 増田企画財政課主幹。 

〇企画財政課主幹（増田宏仁君） それでは、２ページ、３ページをお開きください。２ペー

ジの第１表、歳入歳出予算補正の１、歳入、３ページの２、歳出につきましては、記載のとお

りでございますので、説明を省略させていただきます。 

 次に、歳入歳出事項別明細書の２、歳出から説明させていただきます。６ページ、７ページ

をお開きください。４款環境衛生費、１項３目予防費、（１）、新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業1,402万9,000円の増額補正であります。国の方針により、５月８日から65歳以

上の高齢者の方など重症化リスクが高い方を対象としたワクチン接種が開始されることから、

所要の経費を計上するもので、印刷製本費及び通信運搬費は接種券の印刷及び郵送に係る経費、

委託料はコールセンターの設置、ワクチンの輸送、接種記録の登録に必要なシステム改修に要

する経費をそれぞれ計上するものであります。財源は、国庫支出金の新型コロナウイルスワク

チン接種体制確保補助金を充当いたします。 

 説明は以上であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

 ８番、大渕紀夫議員。 

〇８番（大渕紀夫君） ８番、大渕です。４回目、５回目の接種率がどれぐらいになっている

か分かれば、特に５回目が大分悪いようですけれども。今回は65歳以上のリスクが高い人を中

心にというのですけれども、全部に打つということではないのでしょうか、その点お尋ねをし
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ます。 

〇議長（松田謙吾君） 下河健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（下河勇生君） まず、令和５年度の新型コロナウイルスワクチン接種の方針

でございます。令和５年度につきましては、重症化予防ということで、まずは65歳以上とか基

礎疾患がある方を春開始接種ということで進めようとしております。秋に全町民を対象として

接種するような形が方針として示されております。 

 接種率でございますが、昨年秋に始めていたのは全体として70％弱ぐらいです。65歳以上の

方であれば84％程度、ただ65歳未満に関しましては55％程度の率ということで、全体としては

７割程度の接種率となっております。 

〇議長（松田謙吾君） ８番、大渕紀夫議員。 

〇８番（大渕紀夫君） ８番、大渕です。新型コロナウイルス感染症、３年間非常に厳しい状

況の中で町の職員の皆さん方も頑張ってやられたわけですけれども、課長として見たときにこ

の３年間の新型コロナウイルス感染症の状況に対してどんな考え方を持っていらっしゃってや

っていたか、また今回５月から５類になるということもありますが、そこら辺の押さえは課長

としてはどのようにされていましたか、それだけ伺いたいと思います。 

〇議長（松田謙吾君） 下河健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（下河勇生君） 私は、健康福祉課長を通算で５年間務めております。２年前

にこちらに戻ってきて、一番大きな事業に関しましては新型コロナワクチン接種が一番大きか

ったなと思っております。課の職員にも多大に時間外等をさせながら進めてきて、まずは無事

にこの年度末を迎えることはよかったかなと思っております。このワクチンにつきましては、

まだまだ続きます。今議員がおっしゃったとおり、５月８日以降につきましては２類から５類

に変わります。こちらに関しましては、今後どこでもワクチンを打てるような形になるかと思

いますので、ここは行政の仕事でございますので、私がどうのこうのではなくて、引き続き町

として取り組んでいく大きな課題だと思っております。 

〇議長（松田謙吾君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第32号 令和５年度白老町一般会計補正予算（第１号）、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 
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 よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎発議第１号 白老町議会の個人情報の保護に関する条例の制 

           定について 

〇議長（松田謙吾君） 日程第16、発議第１号 白老町議会個人情報の保護に関する条例の制

定についてを議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 議会運営委員会小西秀延委員長、登壇願います。 

〔議会運営委員会委員長 小西秀延君登壇〕 

〇議会運営委員会委員長（小西秀延君） 発議第１号 白老町議会の個人情報の保護に関する

条例の制定について。 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第６項及び白老町議会会議規則第８条第３

項の規定により提出します。 

 条例の朗読は、省略いたします。 

 発議１―24をお開きください。附則。この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 発議１―25をお開きください。議案説明であります。デジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律による個人情報の保護に関する法律の一部改正等により、個人情報の

保護に関する規律が同法に一元化されることに伴い、地方公共団体の個人情報保護制度につい

て全国的な共通ルールの下、改正後の法が直接適用されることとなるが、地方議会は国会や裁

判所と同様に独立性の確保の観点から同法の対象外とされていることから、議会の個人情報の

取扱いについて定めるため、本条例を制定するものである。 

 以上、よろしくご審議いただき、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、説明を終わらせてい

ただきます。 

〇議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 発議第１号 白老町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 
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 よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎承認第１号 議員の派遣承認について 

〇議長（松田謙吾君） 日程第17、承認第１号 議員の派遣承認についてを議題に供します。 

 本件につきましては、別紙のとおり議員行政視察などが予定されております。 

 承認第１号 議員の派遣承認については、別紙のとおり派遣いたしたいと思います。 

 なお、日程の変更等細部の取扱いについては、あらかじめ議長に一任願いたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） ご異議なしと認めます。 

 よって、承認第１号 議員の派遣承認について、別紙のとおり派遣することに決定いたしま

した。 

                                         

    ◎意見書案第１号 新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々 

             の日常を守る取組の強化を求める意見書 

             （案） 

〇議長（松田謙吾君） 日程第18、意見書案第１号 新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々

の日常を守る取組の強化を求める意見書（案）を議題に供します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 12番、長谷川かおり議員。 

          〔12番 長谷川かおり君登壇〕 

〇12番（長谷川かおり君） 意見書案第１号。 

 提出者、賛成者は、記載のとおりであります。 

 新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取組の強化を求める意見書（案）。 

 標記の意見書を別紙のとおり、白老町議会会議規則第８条の規定により提出いたします。 

新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取組の強化を求 

     める意見書（案） 

 新型コロナウイルス感染症の罹患者の中で、疲労感・倦怠感などの罹患後症状、いわゆる後

遺症を訴える方が増えている。実際に、倦怠感、呼吸困難感、集中力の低下、記憶力の低下、

睡眠障害など、仕事や学業の継続が困難になる方も多いと言われている。 

 後遺症は社会生活上、非常に影響が大きく、例えば、子供の場合は自分から症状を訴えるこ

とが難しいため、怠けていると捉えられてしまうおそれもある。 

 感染拡大から３年が経過し、新型コロナウイルス感染症への向き合い方も変わる中で、後遺

症に悩み生活に大きな影響を受けている方々の治療等の確立は大変に重要な課題である。 

 よって政府に対して、新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々に寄り添い、一人一人の日

常を守るために、以下の事項について積極的な取組を求める。 

記 
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１．新型コロナウイルス感染症の後遺症の発生状況について、非常に近い症状の筋痛性脳脊髄

炎／慢性疲労症候群（ＭＥ/ＣＦＳ）との関連も含めた、実態調査を推進すること 

２．一部医療機関で実施されている、Ｂスポット療法（ＥＡＴ・上咽頭擦過療法）等の検証を

進めるとともに、療法の標準化により、後遺症に対応できる医療機関や相談窓口を拡充する

こと 

３．自己免疫疾患との関連など、新型コロナウイルス感染症による後遺症の原因究明と新たな

治療法の確立に向けた研究予算を確保すること 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

 提出先は、記載のとおりであります。 

〇議長（松田謙吾君） ただいま提出者から説明がありました。 

 お諮りいたします。質疑及び討論を省略し、採決いたしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） ご異議なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 意見書案第１号 新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取組の強化を求め

る意見書（案）、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。 

 議会の意思としてそれぞれの機関に送付することといたします。 

                                         

    ◎意見書案第２号 認知症の人も家族も安心な社会の構築を求 

             める意見書（案） 

〇議長（松田謙吾君） 日程第19、意見書案第２号 認知症の人も家族も安心な社会の構築を

求める意見書（案）を議題に供します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 12番、長谷川かおり議員。 

          〔12番 長谷川かおり君登壇〕 

〇12番（長谷川かおり君） 意見書案第２号。 

 提出者、賛成者は、記載のとおりであります。 

 認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書（案）。 

 標記の意見書を別紙のとおり、白老町議会会議規則第８条の規定により提出いたします。 

認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書（案） 

 日本における認知症の人の数は推計値で約600万人を超え、高齢化率の上昇に伴い、今後も増

加が見込まれており、将来を見据えての備えの拡充が求められている。 

 今日、認知症の方への介護や医療の分野においては、認知症に対する知識や経験の蓄積や、
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認知症を進行させる要因の解明など、大きな進展が見られる。 

 また、地域や家庭においては、家族をはじめ周囲の人々の正しい知識と理解の下、認知症の

人の尊厳と日常を守る、認知症との共生型社会への転換が求められている。 

 よって政府において、認知症の人も家族も安心して暮らせる地域の構築のために、また認知

症の人や家族の困難を最小限に抑えるために、以下の事項について特段の取組を求める。 

記 

１．認知症の人に初期の段階から、家族や周囲の人々が適切に対応するための、認知症サポー

ター等の育成促進や、身近な薬局や介護施設等への相談窓口の開設を支援すること 

２．認知症の重症化抑制や認知機能の維持のための、当事者や家族との連携を重視しながらの、

薬や対処法等の研究開発体制を強化すること 

３．認知症グループホームへの低所得者や圏域外の人々も含めた入所の仕組みづくりなど、認

知症の人と家族に寄り添う制度を整備すること 

４．認知症のリスク低減につながる、生活習慣や栄養補給など、国民の日常をサポートする、

知識や情報を提供する体制を整備すること 

５．認知症に対する施策を、国と地域が一体となって、総合的かつ総体的に推進するための、

「（仮称）認知症基本法」を整備すること 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

 提出先は、記載のとおりであります。 

〇議長（松田謙吾君） ただいま提出者から説明がありました。 

 お諮りいたします。質疑及び討論を省略し、採決したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） ご異議なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 意見書案第２号 認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書（案）、原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。 

 議会の意思としてそれぞれの機関に送付することといたします。 

                                         

    ◎意見書案第３号 安心して必要な介護を受けられるように制 

             度の改善を求める意見書（案） 

〇議長（松田謙吾君） 日程第20、意見書案第３号 安心して必要な介護を受けられるように

制度の改善を求める意見書（案）を議題に供します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 ８番、大渕紀夫議員。 
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          〔８番 大渕紀夫君登壇〕 

〇８番（大渕紀夫君） 意見書案第３号。 

 提出者、賛成者は、記載のとおりであります。 

 安心して必要な介護を受けられるように制度の改善を求める意見書（案）。 

 標記の意見書を別紙のとおり、白老町議会会議規則第８条の規定により提出いたします。 

安心して必要な介護を受けられるように制度の改善を求める意見書（案） 

 介護保険制度は、2000年に「高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組み」として創設されま

したが、必要なサービスを利用できない実態が広がり、約9.5万人（厚生労働省「雇用動向調査」

2021年）が家族の介護を理由として離職しており、支援強化が緊急に求められています。 

 2024年の介護保険制度の改定に向け、厚生労働省の社会保障審議会は「要介護１・２の生活

援助サービスなどの地域支援事業への移行」、「ケアプランの有料化」は、27年度からの第10期

計画までに結論を出すと見送る一方で、23年夏までに「利用料２割負担の対象拡大」、「一定所

得を超える65歳以上の介護保険料引き上げ」について、23年度中に「老健施設などの多床室の

有料化」についての結論を出すとしています。 

 65歳以上の介護保険料は、制度開始時の月額2,911円が21年は６千円超と倍以上に高騰（全国

平均）しています。これ以上の利用者への負担増加は、介護保険の利用に新たな困難をもたら

し、介護サービスの利用控えにつながる懸念があります。 

 また、高齢化に伴い介護需要が増加する一方で、職場の人手不足は深刻です。行き届いた介

護を実現するために、介護報酬の引上げなどで介護従事者の処遇を改善することが必要です。 

 よって、国会においては、必要な介護を受けられないような事態が起きないように利用者負

担の増加につながるような見直しはやめること、国の負担割合を引き上げて支援を強めること、

介護職員の賃金引上げなどの処遇改善を行うことなど、制度の抜本的改善を強く求めるもので

す。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

 提出先は、記載のとおりです。 

〇議長（松田謙吾君） ただいま提出者から説明がありました。 

 お諮りいたします。質疑及び討論を省略し、採決したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） ご異議なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 意見書案第３号 安心して必要な介護を受けられるように制度の改善を求める意見書（案）、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、意見書案第３号は原案のとおり可決されました。 

 議会の意思としてそれぞれの機関に送付することといたします。 
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    ◎常任委員会の所管事務等調査の報告について 

〇議長（松田謙吾君） 日程第21、常任委員会の所管事務等調査の報告について、各常任委員

会から調査結果の報告を求めます。 

 最初に、総務文教常任委員会吉谷一孝委員長、登壇願います。 

          〔総務文教常任委員会委員長 吉谷一孝君登壇〕 

〇総務文教常任委員会委員長（吉谷一孝君） 所管事務調査の結果報告について。 

 本委員会は、所管事務調査を終了したので、その結果を次のとおり報告します。 

 １、調査事項、（１）、第６次白老町総合計画の進捗状況について。 

 ２、調査の方法、３、調査日程、４、出席委員、５、説明のために出席した者の職・氏名、

６、職務のために出席した者の職・氏名は、記載のとおりです。 

 ７、調査結果。 

 本委員会は、第６次白老町総合計画の進捗状況について、担当課から説明を受けて、現状の

取組、対策等を把握し、今後の在り方を検討する所管事務調査を終了したので、その内容を次

のとおり報告するものである。 

 実施計画の取組状況。 

 第６次白老町総合計画は、令和２年６月に策定され、まちの将来像「共に築く希望の未来 し

あわせ感じる元気まち」の実現に向け、令和９年までの計画期間となっており、基本構想及び

基本計画と毎年見直す実施計画で構成されている。 

 この実施計画は、基本計画の施策を推進するための事業計画となるもので、基本計画で示し

た施策を事務事業ごとに取りまとめた計画であり、社会情勢等の変化に柔軟に対応していくた

め、毎年ローリング方式で計画を見直しながら実行され、現在は３期目として令和６年度まで

の３か年となっている。 

 町は毎年度の予算編成と事業執行の指針に実施計画を位置づけながら、「生活環境」「健康福

祉」「教育文化」「経済産業」「地域自治」の５つの分野を掲げ、各種基本施策に総合的かつ計画

的に取り組んでいる。 

 第６次計画での取組として、当初予算との整合性はもとより第５次計画までの課題であった

補正予算の計上及び執行管理を精査し、年度ごとの総予算額と決算額の把握に努め、１年ごと

のＰＤＣＡサイクルの慣行、さらには計画期間の前半終期となる令和５年度の前期評価及び後

期に向けた計画の見直しにつなげたい考えである。 

 また、計画体系については、総合計画は５つの分野、31の基本施策、104の基本事業で構成さ

れ、重点プロジェクトは人口減少抑制プロジェクトが24の基本事業、地域経済活性化プロジェ

クトが13の基本事業で構成されている。令和４年度においても実施する基本事業に関連づけら

れ、これら事業等に要する「当初予算額」「補正予算額」「最終予算額」等について、分野ごと

に示していくこととしている。 

 町民満足度及び施策成果指標の推移については、令和５年１月時点の目標達成状況が示され、

各基本施策における町民満足度31項目に加え、成果指標を47項目設定し、町民意識調査等によ
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り数値の把握・管理に努めている。町としては、令和９年の目標達成となるよう、後期に向け

た計画内容の見直し・改善を含め、より効果的な事業の展開に努めていくこととしている。 

 委員会意見。 

 実施計画は、令和４年度より３期目としており、前年度からの事業数の増減及び追加された

事業の捉え方、さらには各事業と予算執行との整合性を図っていることなどについては、膨大

な情報やデータから整理され管理が徹底されていることは今回の調査で改めて理解できた。し

かしながら、個別事業における評価については、町民満足度及び成果指標の推移等が示されて

いるものの、さらなる検証と評価の「見える化」が必要である。 

 また、重点プロジェクトでは、きめ細かく体系別に整理されている中で目標値の設定や達成

率の捉え方等においても、町民にも分かりやすく理解が深まる仕組みを検討するべきである。 

 今後もＰＤＣＡサイクルによる進行管理が想定されるが、町の組織体制及び高度化する業務

内容を見据え、業務の効率化、合理化などを図るためには、継続した行財政の改革、さらには

ＤＸ推進にも着目し、必要な改善を進めるべきである。 

 町の政策規範となる総合計画の推進においては、円滑な行政運営があって各事業が達成され

町民サービスに寄与されることから、今後の取組経過や状況について「見える化」を図り理解

共有から実効性を高めることにつながることを期待する。 

 以上であります。 

〇議長（松田謙吾君） 次に、広報広聴常任委員会西田祐子委員長、登壇願います。 

          〔広報広聴常任委員会委員長 西田祐子君登壇〕 

〇広報広聴常任委員会委員長（西田祐子君） 所管事務調査の結果報告について。 

 本委員会は、所管事務調査を終了したので、その結果を次のとおり報告します。 

 記、１、調査事項、（１）、小委員会、①、議会報告会・懇談会の企画及び運営に関する事項、

②、広報及び広聴の調査・研究に関する事項、③、議会広報の編集・発行に関する事項。 

 ２、調査の方法、３、調査日程、４、出席委員、５、職務のために出席した者の職・氏名は、

記載のとおりです。 

 調査報告。 

 本委員会は所管事務調査として、議会広聴の企画及び運営に関する事項、議会広報及び広聴

の調査・研究に関する事項、議会広報の編集・発行に関する事項の調査を終了したことから、

次のとおり報告する。 

 （１）、小委員会。 

 ①、議会報告会の企画及び運営。 

 毎年５月をめどに実施する議会報告会について、令和５年は改選の年であるため、４年間の

総括を行った後、実施することとした。 

 ②、広報広聴の調査・研究。 

 広報広聴常任委員会の議会改革の一環としての広報広聴活動についてまとめ、議員研修誌「地

方議会人」に寄稿した。（2023年２月号に掲載）。 

 ③、議会広報の編集・発行。 
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  議会だより第182号の編集・発行を行った。 

 以上であります。 

〇議長（松田謙吾君） ただいまそれぞれの常任委員会から報告がございましたが、この報告

に対して何か質問がありましたら、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） それでは、これをもって報告済みといたします。 

                                         

    ◎諸般の報告 

〇議長（松田謙吾君） 日程第22、議長から諸般の報告をいたします。 

 休会中の各委員会における所管事務等の調査について報告いたします。議会運営委員会、総

務文教常任委員会及び広報広聴常任委員会の委員長から、委員会規則第17条の規定により、お

手元に配付いたしました通知書のとおり休会中における所管事務等の調査の申出がありまし

た。それぞれの委員会においては、調査等よろしくお願いいたします。 

 次に、産業厚生常任委員会において調査中である所管事務の調査期間の延期について報告い

たします。産業厚生常任委員会より、現在調査中である所管事務調査、「物価高騰が町内産業に

与える影響について」結論を得るに至らず、なお調査を行う必要があり、お手元に配付しまし

た通知書のとおり調査期間の延期について申出がありました。産業厚生常任委員会においては、

引き続いて調査等よろしくお願いいたします。 

 次に、皆様には要望書等３件を前もって配付しております。それぞれ関係する団体等から提

出され、いずれも重要事項の解決、要望を趣旨としたものであり、議員各位にはその趣旨を十

分ご理解賜り、それぞれの立場でしかるべく措置をいただきたくお願いをいたします。 

                                         

    ◎休会の議決 

〇議長（松田謙吾君） 日程第23、休会についてお諮りいたします。 

 通年議会のため、３月31日まで休会となっておりますが、この後休会日を変更して明日21日

から６月30日までの103日間を休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（松田謙吾君） ご異議なしと認めます。 

 明日21日から６月30日までの103日間を休会といたします。 

                                         

    ◎散会の宣告 

〇議長（松田謙吾君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ０時０３分） 
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